協　 定　 書
  神奈川障害者職業能力開発校長　金子　雅哉（以下「甲」という。）と●●●　代表取締役　●●　●●（以下「乙」という。）は、神奈川障害者職業能力開発校の自動販売機設置に伴う電気料について、次のとおり協定する。
１　協定の対象            自動販売機設置に伴う電気料
２　自動販売機の設置場所　神奈川県相模原市南区桜台１３－１
                          神奈川障害者職業能力開発校
３　協定期間              令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

　　　　　　　　　　　　　
４　自動販売機設置に伴う協定期間中に使用する電気は、甲が供給し、その料金は乙が負担
する。
　　なお、乙の負担する電気料は、次の算式により算定された額とする。
電気使用料（税込・円未満切捨て）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当該子メーターの表示
　　　　　　　　　　　  当該子メーターの接続する　　　　する月間消費電力量
     電気料（月額）＝  親メーターにより甲が電気  ×　
                        料として支払う月総額　　　　　　当該親メーターの表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する月間消費電力量

５　甲は前項の規定により乙の負担すべき電気料を算定し、納入通知書を送付する。

  　乙は、これにより甲指定の金融機関に納付するものとする。
　本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙押印の上、各自１通を保有するものとする。
  令和８年４月１日
                             　　  甲　　　神奈川県相模原市南区桜台１３－１
                                 　　   　 神奈川障害者職業能力開発校
                                     　　　校　長    金子　雅哉
                               　　乙　　　●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●
